
 
９ 下水道事業 
 
（1） 下水道事業の概要 

広島県内，２３市町（平成 23 年３月 31 日現在）のうち，平成 22 年度末で公共下水道を実施し

ているのは，２２市町である。平成 21 年度末の県内の下水道普及率は６７.９％で，平成 23 年３

月に改定した「広島県汚水適正処理構想」では，平成 25 年度末の汚水処理人口普及率が８３．９％

に達する見込みである。 

 

（2） 流域下水道事業の概要 
① 流域下水道事業 
 流域下水道は，主として市町が管理する関連公共下水道により排除される下水を受けて，

これを排除及び処理するために県が管理する下水道で，２以上の市町の区域における下水を排

除するものであり，かつ終末処理場を有するものである。 
 本県においては，太田川流域下水道，芦田川流域下水道及び沼田川流域下水道の３箇所が

ある。 
 

② 流域下水道事業の経過 
都 市 計 画 法 下 水 道 法 

区分 
計 画 決 定 事 業 認 可 事 業 認 可 事業着手 

太田川流域下水道 
（瀬野川処理区） 

昭和 51年 10月 15日 昭和 54年２月８日 昭和 54年２月８日 昭和 53年度 

芦田川流域下水道 
（芦田川処理区） 

昭和 49年 12月 24日 昭和 50年２月 13日 昭和 50年２月 13日 昭和 49年度 

沼田川流域下水道 
（沼田川処理区） 

平成２年 10月 22日 平成３年４月３日 平成３年４月３日 平成３年度 

 
 

③ 流域下水道の整備状況（見込み）                                        （Ｈ23.３.31 現在） 
全 体 計 画 整 備 状 況 

処理場 処理場 

区分 

 

流域 

下水道名 

（処理区名） 

管渠 
処理能力 面積 

管渠
使用開始 処理能力 取得用地 処理施設 

㎞ m3／日 ha ㎞ m3／日 ha 管理本館 
２８.４ ２０８,０９０ ３０.７ ２８.４ Ｓ６３.１０. １ １１５,０６０ ３０.７ 水処理施設 

太 田 川 
(瀬野川処理区) 

       汚泥処理施設 
       管理本館 

水処理施設 
３９.６ ３１３,９５０ ２８.６ ３９.６ Ｓ５９.１０. １ １６８,０００ ２８.６ 

汚泥処理施設 
芦 田 川 
(芦田川処理区) 

       汚泥焼却施設 
       管理本館 

４３.２  ６１,４８０  ６.６ ４３．２ Ｈ ８. ３.２５  ２３,８００  ６.６ 水処理施設 
沼 田 川 
(沼田川処理区) 

       汚泥処理施設 
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（ｱ） 太田川流域下水道事業の概要 
昭和 56 年度から幹線管渠の建設工事に，昭和 59 年度から終末処理場（東部浄化センター）

の建設工事に着手し，昭和 63 年度に一部供用開始（２４,６００m3／日）した。 

現在１１５,０６０m3／日で供用しており，引き続き計画的な処理施設の増設を行う。 

 

ａ 市町別計画処理区域面積・計画処理人口及び計画処理水量の内訳 
計画処理区域面積 計 画 処 理 人 口 計 画 処 理 水 量

処 理 区 名 市 町 名 
(ha) (千人) 日最大 (m3／日) 

広 島 市  ３,０７７.1 ２０９.２ １３８,５７０ 

府 中 町    ６４６.０  ５０.４  ３０,８２０ 

海 田 町    ６１２.０  ２９.５  １８,８７０ 

坂 町    ３５８.８  １３.６   ９,５１０ 

瀬 野 川 処 理 区 

熊 野 町    ５８０.２  ２２.８  １０,３２０ 

計  ５,２７４.1 ３２５.５ ２０８,０９０ 

ｂ 処理施設 
処 理 能 力 

処理区名 終末処理場名 
排除
方式

処理方法 
敷地面積

(ha)
計画処理水量 
日最大(m3／日) 

計画処理 
人口 (人) 

瀬野川処理区 
東部浄化 
センター 

分流式
標準活性汚泥法 
（凝集剤添加循環
法）＋急速砂ろ過

３０.７ ２０８,０９０ ３２５,４６０ 

ｃ 幹線管渠 
処 理 区 名 幹 線 名 管 渠 径 ( ㎜ ) 延 長 ( m ) 

安 芸 幹線 ○･ １,３５０～□･ ２,６００  ６,６２０ 

瀬野川 幹線 ○･ １,３５０～○･ １,８００  ９,３３０ 

坂    幹線 ○･   ７００～○･ １,３５０  ４,４４０ 
瀬 野 川 処 理 区 

熊 野  幹線 ○･   ４５０～□･ １,８００  ８,０３０ 

計 ２８,４２０ 

□･ ･･･馬蹄断面 
○･ ･･･円形断面 

ｄ 平成 23年度事業費 
                                         （単位：百万円） 

区 分 全体計画 平成２２年度まで 平成２３年度（計画） 

総 事 業 費 １４０,１９９ １１２，３１４ ６５６ 

国庫補助事業 １３０,３８５ １０５，９７６ ６１０ 
内
訳 

単独県費事業 ９,８１４ ６，３３８ ４６ 
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太田川流域下水道（瀬野川処理区図面） 
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（ｲ） 芦田川流域下水道事業の概要 
昭和 51 年度から幹線管渠の建設工事に，昭和 53 年度から終末処理場（芦田川浄化センター）

の建設工事に着手し，昭和 59 年度に一部供用開始（３３,６００m3／日）した。 

現在１６８,０００m3／日で供用しており，引き続き計画的な処理施設の増設を行う。  

 

ａ 市町別計画処理区域面積・計画処理人口及び計画処理水量の内訳 
計画処理区域面積 計 画 処 理 人 口 計 画 処 理 水 量

処 理 区 名 市 町 名 
(ha) (千人) 日最大 (m3／日)

芦 田 川 処 理 区 
府 中 市 
福 山 市 

 １,３５４.０ 
１３,６９７.３    

 ３８.５ 
４３９.６  

 ２８,５００ 
２８５,４５０   

計 １５,０５１.３ ４７８.１ ３１３,９５０ 

ｂ 処 理 施 設 
処 理 能 力 

処理区名 終末処理場名 
排除 
方式 

処理方法 
敷地面積  

（ha）
計画処理水量 
日最大(m3／日) 

計画処理 
人口 (人) 

芦田川処理区 
芦田川浄化
センター 

分流式
標準活性汚泥法
＋急速砂ろ過 

２８.６ ３１３,９５０ ４７８,１２０ 

ｃ 幹 線 管 渠 
処 理 区 名 幹 線 名 管 渠 径 ( ㎜ ) 延 長 ( m ) 

芦 田 川 幹 線 ○･ １,３５０～○･ ３,２５０ ２５,２７０ 

芦 田 川 処 理 区 

沼 隈 幹 線 ○･   ５４０～○･ １,３５０ １４,３２０ 

計 ３９,５９０ 

                                       ○･ ･･･円形断面 

ｄ 平成 23年度事業費 
                                      （単位：百万円） 

区 分 全体計画 平成 22 年度まで 平成 23 年度（計画）

総 事 業 費 １３６,２３１       ９９，９８７ １，２２５ 

国庫補助事業 １２８,１８０ ９４，７４１ １，１３９ 
内
訳 単独県費事業 ８,０５１ ５，２４６ ８６ 
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芦田川流域下水道（芦田川処理区） 
 
 

 
 

事 業 主 体  広島県 

関 係 市 町  ２市 

（福山市，府中市） 
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（ｳ）沼田川流域下水道事業の概要 

平成３年度より幹線管渠の建設工事に，平成４年度より処理場の建設工事に着手し，平成７

年度に一部供用開始（１１,９００m3／日）した。 

現在２３,８００m3／日で供用しており，引き続き計画的な処理施設の増設を行う。 

 

ａ 市町別計画処理区域面積・計画処理人口及び計画処理水量の内訳 
計画処理区域面積 計 画 処 理 人 口 計 画 処 理 水 量

処 理 区 名 市 町 名 
(ha) (千人) 日最大  (m3／日) 

三 原 市 ３,１４０.８  ８８.３ ５７,３００ 
沼 田 川 処 理 区 

東 広 島 市   ３６７.２   ８.４  ４,１８０ 

計 ３,５０８.０  ９６.７ ６１,４８０ 

ｂ 処 理 施 設 
処 理 能 力 

処理区名 終末処理場名 
排 除

方 式
処理方法 

敷地面積  

(ha)
計画処理水量 

日最大(m3／日) 

計画処理 

人口 (人) 

沼田川処理区 
沼田川浄化 

センター 
分流式 標準活性汚泥法 ６.６ ６１,４８０ ９６,６７０ 

ｃ 幹 線 管 渠 
処 理 区 名 幹 線 名 管 渠 径 (㎜ ) 延 長 ( m ) 

沼 田 川 幹 線 ○･   １５０～○･ １,７００ ３４,０３０ 

西 野 川 幹 線 ○･   ９００～○･ １,３５０  ２,４４０ 沼 田 川 処 理 区 

空 港 幹 線  ○･    ２００～○･  ２５０  ６,７６０ 

計 ４３,２３０ 

                                       ○･ ･･･円形断面 

ｄ 平成 23年度事業費 
                                     （単位：百万円） 

区 分 全体計画 平成 22 年度まで 平成 23 年度（計画） 

総 事 業 費 ５０,０００ ３２，１９３ １９３

国庫補助事業 ４６,５００ ２９，８９３ １８０
内
訳 単独県費事業 ３,５００ ２，３００ １３
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沼田川流域下水道（沼田川処理区） 
 
 

 
 

事 業 主 体  広島県 

関 係 市 町    ２市 

        （三原市，東広島市） 
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（3）公共下水道事業（特定環境保全公共下水道を含む） 

公共下水道は，主として市街地における雨水及び汚水を排除し又は処理するための下水道で，終 

末処理場を有するものと，流域下水道に接続するものがある。 

平成 23 年３月 31 日現在，下水道計画を有しない神石高原町を除く全ての市町（１４市８町） 

において，公共下水道事業を実施している。 

 

  ① 事業費     （単位：百万円） 
年 度 昭和５１年度～ 

平成１７年度累計 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 
平成２３年度

（計画） 

補助対象事業費 919,329 33,372 34,666 34,751 34,052 27,056 22,388

単 独 事 業 費 734,927 10,367 10,194 8,412 8,225 8,865 8,390

計 1,654,256 43,739 44,860 43,163 42,277 35,921 30,778

 
  ② 公共下水道の整備状況                         （H21年度末） 
供用開始済 処理人口 行政人口 普及率 供用開始済 処理人口 行政人口 普及率 

市 町 名 （A） 千人 （B） 千人 （A／B）％ 市 町 名 （A） 千人 （B） 千人 （A／B）％ 

広 島 市 1,077.9 1,157.5 93.1 安芸高田市 7.9 32.0 24.7 

呉 市 203.7 244.5 83.3 江 田 島 市 13.3 27.3 48.6 

竹 原 市 3.5 29.5 11.9 府 中 町 43.4 50.8 85.5 

三 原 市 33.2 101.3 32.8 海 田 町 24.7 28.0 88.1 

尾 道 市 14.8 148.4 10.0 熊 野 町 21.8 25.4 85.9 

福 山 市 305.4 464.8 65.7 坂 町 13.3 13.4 99.4 

府 中 市 12.2 44.1 27.7 安芸太田町 2.9 7.7 37.8 

三 次 市 17.0 57.8 29.5 北 広 島 町 7.6 20.2 37.6 

庄 原 市 13.2 41.0 32.2 大崎上島町 2.0 8.6 23.3 

大 竹 市 27.2 29.1 93.6 世 羅 町 0.6 18.3 3.5 

東 広 島 市 60.9 177.9 34.2 神石高原町 －  11.1 － 

廿 日 市 市 31.6 117.7 26.9 県      計 1,938.3 2,856.3 67.9 

１．行政人口は，平成２２年３月３１日現在の住民基本台帳人口による。 
２．処理人口は，平成２２年４月１日までの供用開始公示済み区域内人口とする。 
３．各数値は四捨五入を行っているため，合計が合わないことがある。 
 

 

 (4) 都市下水路事業 
都市下水路は，公共下水道事業が当面行われない区域で，浸水防止のため先行的に雨水幹線（ポ

ンプ場を含む）を設置する場合などに実施する事業である。集水面積（５０ha 以上）や全体事
業費（３億円以上）などの国庫補助採択要件がある。 
なお，平成 14年度からは，都市下水路事業は実施していない。 

①事業費                    （単位：百万円） 

年 度 平成１３年度まで 平成１４年度～平成２２年度 
平成２３年度 

（計画） 

都 市 下 水 路 43,854 ― ― 

（注）事業費は補助対象事業費である。 
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大竹市

廿日市市

広島市

府中町

坂町
熊野町

江田島市

三原市

世羅町

庄原市

福山市

市町別下水道普及状況

（平成２１年度末）

市町別下水道普及状況

（平成２１年度末）

海田町

呉市

安芸高田市

三次市

北広島町

安芸太田町

東広島市

尾道市

府中市

呉市

神石高原町

大崎上島町

呉市

１０％未満

下水道普及率

２０～ ４０％

４０～ ６０％

６０～ ８０％

８０％以上

１０～ ２０％

竹原市

下水道計画無し

下水道普及率＝下水道処理人口／行政人口
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10 特殊設備工事の概要 

 

  特殊電気設備工事及び特殊機械設備工事については，主に流域下水道のプラント設備の設計，積

算，施工監理等を行っている。 
  平成 22年度は，終末処理場の流入量増加に対応し，東部浄化センターの増設整備を実施した。 
  建設にあたっては，耐久性・耐震性・メンテナンス性等を考察するとともに，コスト縮減等によ

り予算の効率的な執行を図っている。 

また，各部局からの依頼により，トンネル・ダム等の特殊電気設備工事及び特殊機械設備工事に

ついても受託している。 
工事の執行状況は，次のとおりである。 

 

平成 22年度特殊設備工事一覧表 
（Ｈ23.３.31現在） 

区  分 工  種 件 数 
契 約 金 額 

（千円） 

特 殊 電 気 2 199,356  
流 域 下 水 道 

特 殊 機 械 2 309,960  

特 殊 電 気 1 42,525  道     路 

（ト ン ネ ル） 特 殊 機 械 ― ―  

特 殊 電 気 2 29,159  河     川 

（ダ ム 等） 特 殊 機 械 1 325,500  

（注） 総務局（財産管理課）が所掌する工事は除く。 
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